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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水酸化アルミニウム等の無機骨材を含有する無機質基板の表面側に、表面にタイル模様
を印刷した熱硬化性樹脂含有化粧紙を積層してなるタイル模様を有する化粧板において、
前記タイル模様を、目地相当部に近接するタイル相当部の周縁部分の明度が、タイル相当
部のその他の部分の明度より低くなるようにし、かつ、目地相当部が交差する部分の明度
が、タイル相当部及び目地相当部のその他の部分の明度より低くなるようにしたことを特
徴とするタイル模様を有する化粧板。
【請求項２】
　目地相当部に近接するタイル相当部の周縁部分の明度が、目地相当部に近づくにしたが
って低くなるようにしたことを特徴とする請求項１記載のタイル模様を有する化粧板。
【請求項３】
　目地相当部が交差する部分を除く目地相当部を白色にしたことを特徴とする請求項１又
は２記載のタイル模様を有する化粧板。
【請求項４】
　無機質基板が、熱硬化性樹脂を含浸した無機繊維基材層と、水酸化アルミニウム粉末を
含有する熱硬化性樹脂層とが積層されてなることを特徴とする請求項１、２又は３記載の
タイル模様を有する化粧板。
【請求項５】
　無機質基板が、水酸化アルミニウム粉末を含有する熱硬化性樹脂を含浸した無機繊維基
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材と、熱硬化性樹脂層とが積層されてなることを特徴とする請求項１、２又は３記載のタ
イル模様を有する化粧板。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、タイル模様を有する化粧板に関し、特に、台所、風呂場の壁材等の建築用内
外装材として好適に使用することができる難燃性若しくは不燃性のタイル模様を有する化
粧板に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、この種の建築用内外装材として、水酸化アルミニウム等の無機骨材を含有する無
機質基板の表面側に、表面にタイル模様を印刷した熱硬化性樹脂含有化粧紙を積層するよ
うにしたタイル模様を有する化粧板が実用化されている。
【０００３】
　ところで、このタイル模様を有する化粧板は、その製造時、水酸化アルミニウム等の無
機骨材を含有する無機質基板の表面側に、表面にタイル模様を印刷した熱硬化性樹脂含有
化粧紙を積層するとともに、熱硬化性樹脂含有化粧紙の上面を凸状の金型で押圧すること
により凹状に窪ませることにより目地部を形成するようにしていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　このようにして、従来のタイル模様を有する化粧板は、凹状の目地部を形成することに
より、化粧板に本物のタイルと同様の凹凸感を持たせ、意匠性を向上することができる反
面、凸状の金型で押圧することにより凹状に窪ませる箇所と熱硬化性樹脂含有化粧紙に印
刷した目地模様との位置合わせに手数と、熟練を要し、両者の位置がずれることによる不
良品が発生しやすく、これにより製品の歩留まりが低下するという問題があった。
【０００５】
　本発明は、上記従来のタイル模様を有する化粧板の有する問題点に鑑み、化粧板に視覚
的な凹凸感を持たせることにより、優れた意匠性を有しながら、製造が容易で不良品が発
生せず、製品の歩留まりを向上して、製造コストを低廉にできるタイル模様を有する化粧
板を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明のタイル模様を有する化粧板は、水酸化アルミニウム
等の無機骨材を含有する無機質基板の表面側に、表面にタイル模様を印刷した熱硬化性樹
脂含有化粧紙を積層してなるタイル模様を有する化粧板において、前記タイル模様を、目
地相当部に近接するタイル相当部の周縁部分の明度が、タイル相当部のその他の部分の明
度より低くなるようにし、かつ、目地相当部が交差する部分の明度が、タイル相当部及び
目地相当部のその他の部分の明度より低くなるようにしたことを特徴とする。
【０００７】
　このタイル模様を有する化粧板は、目地相当部に近接するタイル相当部の周縁部分の明
度を、タイル相当部のその他の部分の明度より低くなるように印刷することにより、表面
が平坦な化粧板でありながら、化粧板の目地相当部に近接するタイル相当部に本物のタイ
ルと同様の視覚的な凹凸感を持たせることができる。
【０００８】
　特に、目地相当部が交差する部分の明度が、タイル相当部及び目地相当部のその他の部
分の明度より低くなるようにすることにより、このタイル模様を有する化粧板を並設する
際に、施工誤差や化粧板の寸法誤差等により、化粧板の接続部において、目地相当部の交
差する部分に若干のずれが生じた場合においても、ずれが目立たないことから、意匠性を
損なうことがない。また、これにより、若干のずれは、これを修正する必要がないため、
施工性を向上することができる。
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【０００９】
　この場合において、目地相当部に近接するタイル相当部の周縁部分の明度が、目地相当
部に近づくにしたがって低くなるようにすることができる。
【００１０】
　これにより、目地相当部に近接するタイル相当部の周縁部分が、目地相当部に向かって
徐々に凹んでいく傾斜面に形成されているような視覚的印象を与えることができ、これに
より、本物のタイルにより近似した視覚的な凹凸感を持たせることができる。
【００１１】
　また、目地相当部が交差する部分を除く目地相当部を白色にすることができる。
　ここで、「白色」には、「白色」に近似する薄い色を含むものとする。
【００１２】
　これにより、コントラストを付けて目地相当部を視覚的に明確化することができ、本物
のタイルにより近似した視覚的な凹凸感を持たせることができる。
【００１３】
　また、無機質基板には、熱硬化性樹脂を含浸した無機繊維基材層と、水酸化アルミニウ
ム粉末を含有する熱硬化性樹脂層とが積層されたものや、水酸化アルミニウム粉末を含有
する熱硬化性樹脂を含浸した無機繊維基材と、熱硬化性樹脂層とが積層されたものを用い
ることができる。
【００１４】
　これにより、接合界面での剥離が生じ難く、可撓性、曲げ強度等に良好な性状を呈する
タイル模様を有する化粧板を得ることができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明のタイル模様を有する化粧板の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００１６】
　本発明のタイル模様を有する化粧板は、図１に示すように、水酸化アルミニウム等の無
機骨材を含有する無機質基板２の表面側に、表面にタイル模様を印刷した熱硬化性樹脂含
有化粧紙１を積層してなるタイル模様を有する化粧板に関するものであり、タイル模様を
、目地相当部１２に近接するタイル相当部１１の周縁部分１１ｂの明度が、タイル相当部
１１のその他の部分１１ａの明度より低くなるように印刷し、これにより、表面が平坦な
化粧板でありながら、化粧板の目地相当部１２に近接するタイル相当部１１に本物のタイ
ルと同様の視覚的な凹凸感を持たせたものである。
【００１７】
　なお、図１において、タイル相当部１１の周縁部分１１ｂとその他の部分１１ａとを点
線で区別したが、これは説明を容易にするためのもので、必ずしも、直線に限定されるも
のでなく、徐々に明度に差をつけて区別しにくいものなど、種々の形態を有する。
【００１８】
　そして、このように、化粧板の目地相当部１２に近接するタイル相当部１１に視覚的な
凹凸感を持たせることにより、意匠性に優れたものとなるとともに、化粧板の製造時に金
型と目地相当部１２との位置合わせ等が不要となる等、製造が容易なため、不良品が発生
せず、製品の歩留まりを向上することができることと相俟って、化粧板の製造コストを低
廉にできるものとなる。
【００１９】
　ところで、熱硬化性樹脂含有化粧紙１の表面に印刷するタイル模様としては、各種の実
施形態が考えられるが、その具体的な実施例を、図２～図４に示す。
【００２０】
　図２に示す第１実施例は、タイル模様を、目地相当部１２に近接するタイル相当部１１
の周縁部分１１ｂの明度が、タイル相当部１１のその他の部分１１ａの明度より低くなる
ように、かつ、タイル相当部１１の周縁部分１１ｂと目地相当部１２を実質的に区分せず
に印刷したものである。
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【００２１】
　この場合、図２（ｂ－１）に示すように、目地相当部１２に近接するタイル相当部１１
の周縁部分１１ｂの明度を均一に印刷するほか、図２（ｂ－２）に示すように、目地相当
部１２に近接するタイル相当部１１の周縁部分１１ｂの明度が、目地相当部１２に近づく
にしたがって低くなるように印刷することができる。
　なお、図２（ｂ－１）及び図２（ｂ－２）の明度を示すグラフは、後述のほかの図につ
いても同様であるが、あくまで明度の変化の概略を示すものにすぎず、明度の変化度合い
も、直線状のものに限定されるものではない。
【００２２】
　このようなタイル模様であると、前者（図２（ｂ－１））のような印刷では、タイル相
当部１１の周縁部分１１ｂと目地相当部１２とが共に同じ深さに凹んだ視覚的印象を与え
ることができる。
　また、後者（図２（ｂ－２））のような印刷では、目地相当部１２に近接するタイル相
当部１１の周縁部分１１ｂが、目地相当部１２に向かって徐々に凹んでいく傾斜面に形成
されているような視覚的印象を与えることができ、これにより、目地相当部１２が徐々に
傾斜して凹んだ印象を与え、本物のタイルにより近似した視覚的な凹凸感を持たせること
ができるものとなる。
【００２３】
　この場合、明度を低く印刷する目地相当部１２に近接するタイル相当部１１の周縁部分
１１ｂの幅Ｌ１及び目地相当部１２の幅Ｌ２は、タイル相当部１１の１辺の長さ等に応じ
て、適宜設定することができるが、例えば、タイル相当部１１の１辺の長さが１００ｍｍ
のもので、タイル相当部１１の周縁部分１１ｂの幅Ｌ１を５～２０ｍｍ程度、目地相当部
１２の幅Ｌ２を２～５ｍｍ程度に、それぞれ設定することが望ましい。
【００２４】
　次に、図３に示す第２実施例は、タイル模様を、目地相当部１２に近接するタイル相当
部１１の周縁部分１１ｂの明度が、タイル相当部１１のその他の部分１１ａの明度より低
くなるように、かつ、目地相当部１２を白色に印刷したものである。
　ここで、「白色」には、「白色」に近似する薄い色を含むものとする（以下、同じ。）
。
【００２５】
　このように、目地相当部１２を白色に印刷することによって、目地相当部１２がタイル
相当部１１より凹んだ視覚的印象を与えるとともに、コントラストを付けて目地相当部１
２を視覚的に明確化することができ、本物のタイルにより近似した視覚的な凹凸感を持た
せることができるものとなる。
【００２６】
　そして、本実施例の場合にも、第１実施例と同様、図３（ｂ－１）に示すように、目地
相当部１２に近接するタイル相当部１１の周縁部分１１ｂの明度を均一に印刷するほか、
図３（ｂ－２）に示すように、目地相当部１２に近接するタイル相当部１１の周縁部分１
１ｂの明度が、目地相当部１２に近づくにしたがって低くなるように印刷することができ
る。
【００２７】
　次に、図４に示す第３実施例は、タイル模様を、目地相当部１２に近接するタイル相当
部１１の周縁部分１１ｂの明度がタイル相当部１１のその他の部分１１ａの明度より低く
なるようにするとともに、目地相当部１２が交差する部分１３の明度が、タイル相当部１
１の周縁部分１１ｂ及び目地相当部１２のその他の部分の明度より低くなるようにして、
目地相当部１２が交差する部分１３の明度が最も低くなるようになし、かつ、前記目地相
当部１２のその他の部分を目地相当部１２が交差する部分１３に近づく程細くした長楕円
形状に白色に印刷し、目地相当部１２が交差する部分１３に白色の目地相当部がない不連
続白色目地相当部にしたものである。
　なお、本実施例においては、目地相当部１２を白色に印刷するようにしているが、これ
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に限定されず、第２実施例のように、タイル相当部１１の周縁部分１１ｂと目地相当部１
２を実質的に区分せずに印刷することもできる。
【００２８】
　このようなタイル模様を用いることにより、目地相当部１２が凹んだ視覚的印象を与え
るとともに、白色に印刷された目地相当部１２が明確に視覚される。また、目地相当部１
２が交差する部分１３の明度が最も低くなるように印刷することにより、この部分１３が
最も凹んだ視覚的印象を与え、このことにより、目地相当部１２が凹んだ印象をさらに強
くしている。
　そして、このタイル模様を有する化粧板を並設する際に、施工誤差や化粧板の寸法誤差
等により、化粧板の接続部において、目地相当部１２の交差する部分１３に若干のずれが
生じた場合においても、目地相当部１２が交差する部分１３の明度が低く、かつ白色の目
地相当部１２が連続しないから、上記ずれが目立たず、ずれによって意匠性を損なうこと
がない。
　また、これにより、若干のずれは、これを修正する必要がないため、施工性を向上する
ことができるものとなる。
【００２９】
　なお、本実施例のタイル模様を有する化粧板の実物の概略平面図を図５に示す。
【００３０】
　ところで、化粧板を構成する熱硬化性樹脂含有化粧紙１には、特に限定されるものでは
ないが、合成繊維、パルプ、ガラス繊維等からなる紙又は不織布にメラミン樹脂、フェノ
ール樹脂等の熱硬化性樹脂を含浸し又は抄紙時等に混合して含有させたものや樹脂シート
（本明細書において、「不織布」や「樹脂シート」も、「紙」と総称する。）に、タイル
模様の印刷を施したものを用いることができる。
　なお、化粧板の裏面に、同様の熱硬化性樹脂含有化粧紙１を積層して両面に化粧紙１，
１を有する化粧板とすることもできる。
【００３１】
　また、化粧板を構成する水酸化アルミニウム等の無機骨材を含有する無機質基板２には
、特に限定されるものではないが、従来、難燃性若しくは不燃性の化粧板に汎用されてい
る、水酸化アルミニウム等の無機骨材を熱硬化性樹脂結合剤で板状に成形したもの（例え
ば、特公昭５４－３７０４号公報参照）のほか、本件出願人が先に提案した、図６に示す
、熱硬化性樹脂を含浸した無機繊維基材層２ａと水酸化アルミニウム粉末を含有する熱硬
化性樹脂層２ｂを積層した成形用シート２０をさらに複数枚積層して板状に成形したもの
を用いることができる。
【００３２】
　この無機質基板２は、より具体的には、図６に示すように、熱硬化性樹脂を含浸した無
機繊維基材層２ａの両面に水酸化アルミニウム粉末を含有する熱硬化性樹脂層２ｂ，２ｂ
を有する成形用シート２０を作製し、この成形用シート２０を複数枚重ねるとともに、そ
の上に熱硬化性樹脂含有化粧紙１を重ねて熱圧着する方法により製造されるものであって
、熱圧着により熱硬化性樹脂が硬化し、上下に重なる成形用シート２０の熱硬化性樹脂層
２ｂ，２ｂが互いに入り込み、無機繊維基材層２ａに含浸された熱硬化性樹脂が隣接する
無機繊維基材層２ａに含浸された熱硬化性樹脂と強固に接合されて一体化され、熱硬化性
樹脂含有化粧紙１も熱硬化性樹脂が入り込んだ密接状態で硬化して、最上段の成形用シー
ト２０の熱硬化性樹脂層２ｂに強固に接合されて一体化されるものとなる。
【００３３】
　これにより、このタイル模様を有する化粧板は、熱硬化性樹脂含有化粧紙１と成形用シ
ート２０及び成形用シート２０，２０の接合界面での剥離が生じ難いものとなり、可撓性
、曲げ強度等においても、良好な性状を示すものとなる。
【００３４】
　この場合において、無機繊維基材層２ａに含浸する熱硬化性樹脂や、熱硬化性樹脂層２
ｂを形成する熱硬化性樹脂としては、メラミン樹脂、フェノール樹脂等の耐熱性に優れた
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樹脂が適している。
【００３５】
　また、無機繊維基材層２ａとしては、ガラス繊維の不織布、織布、マット、紙等が適し
ており、その中でも、秤量３０～２００ｇ／ｍ２のガラス繊維の不織布が好適に使用され
る。
【００３６】
　また、熱硬化性樹脂層２ｂに含有させる水酸化アルミニウム粉末は、１０～１００μｍ
以下の平均粒径を有するものが適している。
【００３７】
　成形用シート２０を重ねて一体に接合した無機質基板２は、燃え難いものであるが、化
粧板に十分な難燃性若しくは不燃性と実用強度を付与するためには、熱硬化性樹脂と水酸
化アルミニウム粉末の割合を重量比で１：３～１：２０の範囲に調整した成形用シート２
０を重ねて一体に接合することが望ましい。
【００３８】
　このタイル模様を有する化粧板を製造する場合は、まず、成形用シート２０を作製する
。
　この成形用シート２０は、無機繊維基材層２ａに熱硬化性樹脂を塗布等の手段で含浸さ
せ、その両面に水酸化アルミニウム粉末を配合した熱硬化性樹脂を塗布、乾燥して熱硬化
性樹脂層２ｂを形成することにより、簡単に作製することができる。
【００３９】
　この場合、無機繊維基材層２ａへの熱硬化性樹脂の含浸量や、熱硬化性樹脂に対する水
酸化アルミニウム粉末の配合量、水酸化アルミニウム粉末を配合した熱硬化性樹脂の塗布
量等を調整することによって、無機繊維基材層２ａの割合が重量比で熱硬化性樹脂１に対
して１～４であり、かつ、熱硬化性樹脂と水酸化アルミニウム粉末の割合が重量比で１：
３～１：２０である成形用シート２０を作製することが望ましい。
　このようにして作製される成形用シート２０の厚さは、無機繊維基材層２ａとして秤量
５０ｇ／ｍ２のガラス繊維不織布を使用した場合、およそ０．４～０．５ｍｍ程度である
。
【００４０】
　次に、この成形用シート２０を複数枚重ね、その上に熱硬化性樹脂含有化粧紙１を重ね
てプレス成形機にセットし、熱圧着する。
　このように熱圧着すると、成形用シート２０が抑圧されたまま熱硬化性樹脂が熱硬化し
、上下に重なる成形用シート２０の熱硬化性樹脂層２ｂ，２ｂの樹脂同士が入り込み密接
状態て強固に接合されて一体化すると共に、熱硬化性樹脂含有化粧紙も硬化して最上段の
成形用シート２０の熱硬化性樹脂層２ｂに強固に接合されるため、接合界面でも無機繊維
基材層２ａ，２ａ間でも剥離し難い化粧板を製造することができる。
【００４１】
　加熱温度や圧力は、熱硬化性樹脂の種類や成形用シート２０の枚数等を考慮して適宜設
定することができるが、一応の目安となる加熱温度は１２０～１６０℃であり、圧力は５
．９×１０６～１．１８×１０７Ｐａ（６０～１２０ｋｇｆ／ｃｍ２）である。
【００４２】
　また、重ねる成形用シート２０の枚数も特に制限されないが、例えば、６～８枚程度重
ねて全体の厚さが３ｍｍ前後の化粧板を製造すれば、建築用内外装材としての十分な実用
強度を付与することができる。
【００４３】
　ところで、上述の化粧板は、水酸化アルミニウム粉末を含有する熱硬化性樹脂層２ｂを
無機繊維基材層２ａの両面に有する成形用シート２０を重ねて熱圧着したものであるが、
この成形用シート２０に代えて、熱硬化性樹脂を含浸した無機繊維基材層の片面に水酸化
アルミニウム粉末を含有する熱硬化性樹脂層を有する成形用シートを作製し、この成形用
シートを複数枚重ねた上に熱硬化性樹脂含有化粧紙を重ねて熱圧着してもよい。
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　このようにすると、熱圧着によって熱硬化性樹脂が硬化し、上下に重なる成形用シート
の熱硬化性樹脂層と無機繊維基材層に含浸された熱硬化性樹脂とが入り込み密接状態で強
固に接合一体化するとともに、熱硬化性樹脂含有化粧紙も熱硬化性樹脂が硬化して密接状
態で最上段の成形用シートの熱硬化性樹脂層に強固に接合するため、上述の化粧板と同様
、接合界面や積層界面で剥離が生じ難い多層構造の化粧板を得ることができる。
【００４４】
　また、無機質基板２には、このほか、図７に示すように、水酸化アルミニウム粉末を含
有する熱硬化性樹脂を含浸した無機繊維基材層２ａ’の両面に熱硬化性樹脂層２ｂ’，２
ｂ’を有する成形用シート２０’を作製し、この成形用シート２０’を複数枚重ねるとと
もに、その上に熱硬化性樹脂含有化粧紙１を重ねて熱圧着する方法により製造されたもの
を用いることができ、この無機質基板２は、熱圧着により熱硬化性樹脂が硬化し、上下に
重なる成形用シート２０’の熱硬化性樹脂層２ｂ’，２ｂ’が互いに入り込み、無機繊維
基材層２ａ’に含浸された熱硬化性樹脂が隣接する無機繊維基材層２ａ’に含浸された熱
硬化性樹脂と強固に接合されて一体化され、熱硬化性樹脂含有化粧紙１も熱硬化性樹脂が
入り込んだ密接状態で硬化して、最上段の成形用シート２０’の熱硬化性樹脂層２ｂ’に
強固に接合されて一体化されるものとなる。
【００４５】
　これにより、このタイル模様を有する化粧板は、熱硬化性樹脂含有化粧紙１と成形用シ
ート２０’及び成形用シート２０’，２０’の接合界面での剥離が生じ難いものとなり、
可撓性、曲げ強度等においても、良好な性状を示すものとなる。
【００４６】
　この場合において、成形用シート２０’は、平均粒径が１～１０μｍの水酸化アルミニ
ウム粉末を配合した熱硬化性樹脂を塗布等の手段で無機繊維基材層２ａ’の繊維間空隙に
含浸させ、その両面に熱硬化性樹脂を塗布、乾燥して熱硬化性樹脂層２ｂ’を形成するこ
とにより、簡単に作製することができる。
　水酸化アルミニウム粉末の平均粒径が１０μｍより大きくなると、無機繊維基材層２０
に含浸し難くなり、１μｍより小さいと分散が良好に行われずに均一に含浸できないので
、１～１０μｍのものを用いるのが好ましい。
【００４７】
　なお、無機繊維基材層２ａ’を構成する無機繊維基材、熱硬化性樹脂等は、上述の成形
用シート２０と同じものを使用し、また、成形用シート２０’における無機繊維基材の割
合、熱硬化性樹脂と水酸化アルミニウム粉末の割合、成形用シートや化粧板の厚さ等も上
述の化粧板と同様である。
【００４８】
　以上、本発明のタイル模様を有する化粧板について、複数の実施例に基づいて説明した
が、本発明は、上記実施例に記載した構成に限定されるものではなく、各実施例に記載し
た構成を適宜組み合わせる等、その趣旨を逸脱しない範囲において適宜その構成を変更す
ることができるものである。
【００４９】
【発明の効果】
　本発明のタイル模様を有する化粧板によれば、目地相当部に近接するタイル相当部の周
縁部分の明度を、タイル相当部のその他の部分の明度より低くなるように印刷することに
より、表面が平坦な化粧板でありながら、化粧板の目地相当部に近接するタイル相当部に
本物のタイルと同様の視覚的な凹凸感を持たせることができ、これにより、意匠性に優れ
た化粧板となるとともに、位置合わせ等が不要で製造が容易なため、不良品も発生せず、
製品の歩留まりを向上することができることと相俟って、化粧板の製造コストを低廉にで
きる。
【００５０】
　特に、目地相当部が交差する部分の明度が、タイル相当部及び目地相当部のその他の部
分の明度より低くなるようにすることにより、このタイル模様を有する化粧板を並設する
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際に、施工誤差や化粧板の寸法誤差等により、化粧板の接続部において、目地相当部の交
差する部分に若干のずれが生じた場合においても、ずれが目立たないことから、意匠性を
損なうことがない。そして、これにより、若干のずれは、これを修正する必要がないため
、施工性を向上することができる。
【００５１】
　また、目地相当部に近接するタイル相当部の周縁部分の明度が、目地相当部に近づくに
したがって低くなるようにすることにより、目地相当部に近接するタイル相当部の周縁部
分が、目地相当部に向かって徐々に凹んでいく傾斜面に形成されているような視覚的印象
を与えることができ、これにより、本物のタイルにより近似した視覚的な凹凸感を持たせ
ることができる。
【００５２】
　また、目地相当部を白色にすることにより、コントラストを付けて目地相当部を視覚的
に明確化することができ、本物のタイルにより近似した視覚的な凹凸感を持たせることが
できる。
【００５３】
　また、無機質基板には、熱硬化性樹脂を含浸した無機繊維基材層と、水酸化アルミニウ
ム粉末を含有する熱硬化性樹脂層とが積層されたものや、水酸化アルミニウム粉末を含有
する熱硬化性樹脂を含浸した無機繊維基材と、熱硬化性樹脂層とが積層されたものを用い
ることができ、これにより、接合界面での剥離が生じ難く、可撓性、曲げ強度等に良好な
性状を呈するタイル模様を有する化粧板を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明のタイル模様を有する化粧板の概略図を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）
側面図である。
【図２】　本発明のタイル模様を有する化粧板の第１実施例を示し、（ａ）は概略平面図
、（ｂ－１）は（ａ）のＡ－Ａ線（Ｂ－Ｂ線）における熱硬化性樹脂含有化粧紙の印刷の
明度の一例を示す説明図、（ｂ－１）は（ａ）のＡ－Ａ線（Ｂ－Ｂ線）における熱硬化性
樹脂含有化粧紙の印刷の明度の変形例を示す説明図である。
【図３】　本発明のタイル模様を有する化粧板の第２実施例を示し、（ａ）は概略平面図
、（ｂ－１）は（ａ）のＡ－Ａ線（Ｂ－Ｂ線）における熱硬化性樹脂含有化粧紙の印刷の
明度の一例を示す説明図、（ｂ－２）は（ａ）のＡ－Ａ線（Ｂ－Ｂ線）における熱硬化性
樹脂含有化粧紙の印刷の明度の変形例を示す説明図である。
【図４】　本発明のタイル模様を有する化粧板の第３実施例を示し、（ａ）は概略平面図
、（ｂ－１）は（ａ）のＡ－Ａ線（Ｂ－Ｂ線）における熱硬化性樹脂含有化粧紙の印刷の
明度の一例を示す説明図、（ｂ－２）は（ａ）のＣ－Ｃ線（Ｄ－Ｄ線）における熱硬化性
樹脂含有化粧紙の印刷の明度の一例を示す説明図である。
【図５】　本発明のタイル模様を有する化粧板の第３実施例の平面図である。
【図６】　本発明のタイル模様を有する化粧板の断面構造を示し、（ａ）は断面図、（ｂ
）は成形前の状態を示す説明図である。
【図７】　本発明のタイル模様を有する化粧板の断面構造を示し、（ａ）は断面図、（ｂ
）は成形前の状態を示す説明図である。
【符号の説明】
　１　　熱硬化性樹脂含有化粧紙
　１１　タイル相当部
　１２　目地相当部
　１３　目地相当部が交差する部分
　２　　無機質基板
　２０，２０’　成形用シート
　２ａ，２ａ’　無機繊維基材層
　２ｂ，２ｂ’　熱硬化性樹脂層
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